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2020 年 1月 25日 

One Asia Lawyers シンガポール事務所 

 

シンガポール個人情報保護法 Q&A（第 5回） 

 

 本稿執筆の背景については、第 1回記事の冒頭をご参照ください。 

Q．事業者が目的を記載する際には、どの程度詳細な情報まで含める必要がありますか。 

 

事業者は、個人情報の収集、利用又は開示を行う理由や方法を、その情報を提供する本人が

判断できるように、目的について適切なレベルで詳細に記載しなければなりません。ただし、

事業者は、個人情報の収集、利用又は開示に関連して行う全ての活動を明示する必要はないと

されます。 

 この点に関し、記載が「適切なレベル」かどうかを判断するにあたっての考慮要素として、

PDPCは次のような事項を挙げています。 

(a) 目的が明確かつ簡潔に記載されているか。 

(b) 製品やサービスを提供するために主に必要な目的かどうか（付随的な目的とは異なる）。 

(c) 個人情報を第三者に開示する場合には、開示先の第三者をどのように本人に周知させるべき

か。 

(d) 目的をより具体的に記載することにより、本人によるその目的の理解を促進するか、妨げに

なるか。 

(e) 事業者のビジネス上、どの程度の具体性が適切か。 

PDPCが挙げている例としては、電機店がウェブサイトを通じて商品をオンラインで販売して

いる場合に、そのウェブサイトを通じて商品を購入した個人顧客に対して、顧客から提供され

た連絡先を、電機店のグループ内他社や委託先であるマーケティング会社に開示し、同社グル

ープ内の様々な企業の商品を随時マーケティングする目的で開示することを含めて目的を通知

している場合には、この電機店は十分に具体的な目的を述べていると考えられる反面、その電

機店が、個人情報の利用・開示目的として「有効な事業目的のため」に使用され、開示される

可能性があることのみを通知しているとすれば、この電機店は十分に具体的な目的を述べてい

ないとされます。 

 

Q．事業者が目的を個人に通知するにあたっては、どのような方法によることが推奨されます

か。 

 

https://oneasia.legal/5979
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個人情報が収集、使用又は開示される目的を本人に知らせることは、データ保護規定の目的

のために同意を得るための重要な側面です。したがって、組織は、通知が明確でわかりやす

く、適切な情報を提供し、容易にアクセスできるように努めなければなりません。 

この点に関し、PDPCによれば、個人に対する目的の通知方法を検討する際には、事業者は以

下のような点を考慮すべきであるとされます。 

(a) 目的を確認するために、個人がどの記載に注意を向ければよいのかについて、見出しを明確

に示し、個人を混乱させたり誤解させたりするような法律的又は難解な用語や表現を避け、理

解しやすく、対象者に適した通知を作成すること。 

(b) 最も重要な情報（目的の要約等）又は基本的な情報（事業者のデータ保護責任者（DPO）の

連絡先等）をできるだけ目立つように、契約書の最初のページ等に掲載し、より詳細な情報を

別の場所（事業者のウェブサイト等）に提供することで、階層ごとに記載すること。 

(c) 目的に特別な事項が含まれていないかどうか、通常の取引当事者から見て予想外のものが含

まれていないかどうかを考慮し、そのような目的が含まれている場合には、それらが適切な方

法で強調されるべきかどうかを検討すること。 

(d) 通知を提供するための最も適切なチャネルを選択すること（例えば、フォーマット書面、ウ

ェブサイト上における書面、対面での口頭による通知等）。 

(e) 通知の方針と実践の有効性と妥当性を定期的に見直すこと。 

 

Q．個人情報の収集目的とは異なる目的での利用や開示は認められますか。 

 

PDPCにおいても、事業者が本人に通知していない、又は本人の同意を得ていない目的のため

に個人情報を使用又は開示したい場合がありうることは否定していません。 

この点、事業者がまだ本人に通知していない、若しくは本人の同意を得ていない目的で個人

情報を利用又は開示しようとする場合には、事業者は、目的通知義務及び同意取得義務に基づ

き、その時点で目的を本人に通知し、同意を得る必要があります。 

一方、新たな同意を得ることなく、特定の目的のために個人情報を利用又は開示することが

できるかどうかを判断する際には、以下の点を判断しなければならないとされています。 

(a) その目的が、本人に通知した目的の範囲内であるかどうか、例えば、本人との既存の取引関

係を事業者が処理するために必要な範囲内であるかどうか。 

(b) 当該目的のための利用又は開示について、本人の同意があったとみなすことができるかどう

か。 

(c) 目的が PDPA第3条及び第4条の同意の例外に該当するかどうか。 
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目的が上記(a)から(c)のいずれにも該当しない場合は、新たな目的での利用・開示について、

本人の再同意を得る必要があるということになります。 

例えば、マッサージ店の顧客となっている個人に対し、そのメンバーシップの有効期間中

に、グリーティングカードや店舗の年間ニュースレターを郵送する目的でその顧客の個人情報

を使用することは、上記(a)項に該当して認められうると説明されています。これは、事業者が

個人との既存の取引関係を維持するためのサービスの一環として、事前に同意を得ているはず

であるためです。 

一方で、そのマッサージ店の関連会社であるヘアサロンのプロモーションに関する情報を送

信する場合には、上記顧客が契約していない新しいサービスを宣伝する情報を送信することに

なるため、上記(a)ないし(c)のいずれにも該当せず、事前に顧客の同意を得る必要がある可能性

が高いと考えられます。 

 

以 上 

 

＜注記＞ 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 

・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

 

「One Asia Lawyers」は、日本及び ASEAN 及び南アジア各国の法に関するアドバイスを、シー

ムレスに、一つのワン・ファームとして、ワン・ストップで提供するために設立された日本で

最初の ASEAN及び南アジア法務特化型の法律事務所です。 

One Asia Lawyers シンガポール事務所においては、常駐日本人専門家・シンガポール法弁護士を

含む合計 20名強の体制で対応を行っております。M&Aを中心とするコーポレート案件、労務、

個人情報その他を含むコンプライアンス案件、倒産、国際仲裁等、現地に根付いたサービスを

提供しております。 

顧問先向けには、各種動画配信（例えば、「サーキットブレーカー解除後に求められるシンガ

ポールにおける個人情報保護法対策」、「シンガポールにおける債権回収・倒産法の実務」等

も行っております。 
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本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

tomoyoshi.ina@oneasia.legal 

 

伊奈知芳 One Asia Lawyers シンガポール事務所 

弁護士登録後、日本における対中国クロスボーダー投資案件を主要業務とする

ブティック型法律事務所に約 8 年間勤務。同所入所直後より主に中国案件に関

与し、2010年より同所上海事務所代表として常駐。2013年より同所首席代表弁

護士として勤務する。 

同所在職中は、主に日系クライアントに対する対中国・アジア進出、企業再編（50 件以上の

M&A を含む。）、撤退案件全般に関する各種法的アドバイスの提供のほか、各種案件に伴う労

務問題の処理、税関問題の処理、債権回収案件への対応等に携わる。 

2015 年、同所を退職後、シンガポール国立大学法学部大学院（LL.M.）へ留学。2016 年、同大学

院を卒業（Master’s Degree を取得）後、One Asia Lawyers の設立に参画。以後一貫してシンガポ

ールをベースとし、東南アジア及び中国を中心とするクロスボーダーM&A 案件のほか、労務、

知財、コンプライアンスその他一般企業法務案件、及びシンガポールに関わる国際離婚、相続案

件等に幅広く携わっている。特に、シンガポールを中心とした個人情報保護法制に関する案件に

ついては、講演・執筆活動も多数行っている。tomoyoshi.ina@oneasia.legal 
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